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平成 23年 1月 13日  

 

全国町村議会議長会 

   会 長  野 村  弘  様 

   町村議会表彰審査会        

              委員長  佐 藤  竺 

 

 本審査会は慎重審査の結果、平成２２年度町村議会特別表彰候補として下記４町議会およ

び町村議会表彰候補として下記３１町村議会をそれぞれ選定しましたので報告いたします。 

 

記 

 

Ⅰ 表彰候補町村議会名 

 １．町村議会特別表彰候補 

 岩手県紫波町  宮城県蔵王町  神奈川県開成町  熊本県御船町 

 ２．町村議会表彰候補 

北海道和寒町 芽室町  青森県七戸町  宮城県女川町  秋田県井川町  福島県 

鏡石町 大熊町  茨城県茨城町  栃木県那須町  群馬県神流町  埼玉県毛呂山 

町 小鹿野町  東京都利島村  山梨県昭和町  富山県舟橋村  石川県志賀町   

長野県原村 小布施町  岐阜県北方町  三重県大紀町  奈良県平群町  和歌山  

県日高町  山口県平生町  徳島県北島町  香川県小豆島町  愛媛県鬼北町  

高知県仁淀川町  福岡県筑前町 岡垣町  熊本県五木村  宮崎県椎葉村 

 

Ⅱ 審査経過 

本審査会は、⑴政策づくりと監視機能を十分発揮している議会、⑵住民に開かれた議会、

⑶先駆的な取組みをした議会の三つの重点項目による別紙の表彰審査方針を決定、これに基

づき全国４７都道府県の町村議長会に候補の推薦を依頼した。その結果２８都道県町村議会

議長会から計３５の候補の推薦があり、これを本審査会で検討、全てを表彰候補とすること

とし、さらに特別表彰候補として４議会を選定した。 

全体としてみると、議会の活性化に積極的に取り組む町村が増えてきており、特別表彰の

審査では甲乙つけがたい町村もあったが、最終的には共通の特色に加え、他と違ったユニー

クな取り組みを実践し、実績を積み重ねている町村を審査委員の合議により総合的に勘案し

て選定したところである。 

今回推薦のあった町村を重点項目ごとにみると、まず⑴政策づくりと監視機能を十分発揮

している議会では、専門分野に関する研修の充実の取組み例は多いが、専門的知見や公聴会、



参考人制度の活用、地方自治法第９６条第２項の条例による議決事件追加、あるいは政策形

成能力や行政監督能力充実のための議員同士の自由討論の実施などは事例がまだ尐ない。 

また、⑵住民に開かれた議会では、議会広報の充実、議会の実況中継、議会のホームペー

ジ開設などは多くの町村に見られるようになったが、委員会の完全公開の実施や休日・夜間

議会の開催は尐ない。なお、住民との直接対話を目的とした住民懇談会・議会報告会の開催

は年々増えてきており、今後は全国的な取組みとして広まるのが期待される。（今年度は推薦

３５町村のうち１７町村で実施） 

さらに、⑶先駆的な取組みをした議会では、山梨県昭和町の「大学と連携した議会改革」

や長野県小布施町の「政策立案特別委員会」、熊本県五木村の「議員の成果報酬制度の導入」

等の取り組み例があった。 

ちなみに、昨年度に比べて議会基本条例の制定や制定に向けて検討を行っている町村が全

国的にも増えており、そのような町村においては、三つの重点項目についても、それぞれ取

り組み事例が多い傾向にあるが、いずれにしても条例制定が更なる議会活性化と住民参加に

つながり、その成果が表れることを期待したい。 

 

Ⅲ 特別表彰候補選定理由 

 ○岩手県紫波町 

紫波町は、平成２０年２月に町村議会表彰を受章したが、その後も「議会のあり方に関

する検討委員会」で議論を重ね、議員相互の自由討議の導入（平成２０年３月）、法第９６

条第２項の議決事件に計画期間が５年以上の町の計画等の策定・変更など５項目を追加（平

成２０年８月）、議会専用ホームページを開設し、ライブ中継や会議録検索システムのほか

議員の賛否の状況等を掲載（平成２１年７月）、議会報告会の活発な開催（町内２０会場）、

通年議会の導入（平成２３年１月）等多彩な取り組みを行い、実績を積み重ねている。ま

た、議員と住民が共同して、誰がみても分かりやすい財政白書を出版するなどユニークな

取り組みも見られる。 

  

○宮城県蔵王町 

蔵王町は、通年議会の導入（平成２１年１月）や議会報告会の開催（年２回）・委員会調

査時において調査事項に関連する団体や個人との意見交換会（年３回）を開催するととも

に、住民基本条例を制定（平成２２年２月）し、法第９６条第２項の議決事件に長期総合

計画による基本計画や都市計画など５項目を追加、参考人や公聴会制度を活用し請願・陳

情提出者の意見陳述機会の保障、重要議案に対する議員の賛否を議会広報等で公表、町長

が提案する重要議案に関し提案に至るまでの経過や将来にわたるコスト計算など８項目に

わたり明記した論点資料や予算及び決算における政策説明資料の提出を執行部に要求でき

る等、議会の機能強化に努めている。 

 

 ○神奈川県開成町 

  開成町は、議会基本条例を制定（平成２２年３月）し、通年議会の導入（平成２２年１

月）、議会報告会・意見交換会の開催（町内１３自治会）、法第９６条第２項の議決事件に

総合計画など３項目を追加、日曜議会（本会議１日・平成１７年度より継続）・中学生議会

（本会議１日）の開催、傍聴者を対象にアンケートを実施し議会活動に役立てる、１議員



の２常任委員会所属制の導入、議会だよりや議会ホームページ内で議員の賛否等議会情報

を積極的に公表、町長に逆質問権を付与、予算・決算における政策説明資料や一般質問に

対する執行部の答弁骨子の提出を義務付ける等総合的にみて議会の活性化に意欲的に取り

組んでいる。 

 

○熊本県御船町 

  御船町は、平成２０年２月に町村議会表彰を受章したが、その後も議会基本条例の制定

に向けた過程の中で、議会アンケートや意見交換会、議会基本条例シンポジウムを開催す

るなど、住民参加を積極的に図り、議会基本条例を制定（平成２２年３月）した。これに

基づき、法第９６条第２項の議決事件に予定価格４千万円以上工事又は製造の請負など４

項目を追加、議員同士の自由討議、重要議案に対する議員の賛否の公表、通年議会の実施

（平成２２年４月）、委員会の毎月開催、委員会における請願及び陳情の提出者の意見陳述

機会の保障、議会モニターの委嘱（平成２２年９月）、あおぞら会議（住民との意見交換会）

の開催（年４回）、議会報告会の開催（年１回）、議会改革に継続的に取り組むため議員で

構成する議会改革推進会議の設置等、様々な取組みを活発に行っている。また、議会だよ

り「あおぞら２１」を毎月発行するなど議会情報を住民と共有するための広報活動にも力

を入れている。 

 

 

これら４議会の活動は、他町村の議会活性化への取組みにも刺激を与え、他に範となると 

ころが特に顕著であると高く評価できる。 


